
【加算についての説明】
○　個別機能訓練加算（Ⅰ）は、多職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施してい
る場合に算定します。個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の適切かつ有効な実施のた
めに必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定します。
○　夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。
○　看護体制加算は、看護職員の体制について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。
〇褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は、入居者に対して国の指標に基づいた評価を行い、褥瘡のリスクを計画的に管
理することで算定される加算です。
○　日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、当施設への入所の必要性が高いと認められる重
度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に受け入れるとともに、介護福祉士資格を持つ職員を手厚く
配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供した場合に算定します。
〇　精神科を担当する医師に係る加算は、認知症の入所者が全入所者の３分の１以上を占め、精神科を担当す
る医師により定期的な療養指導が月に２回以上行われている場合、算定します。
○　科学的介護推進体制加算は、入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情
報を厚生労働省に提出、その情報を施設サービスの適切かつ有効な提供に活用している場合に算定します。
○　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護
職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。これら
の加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
○ 地域区分別の単価(7級地10.14円)を含んでいます。
〇生産性向上推進体制加算（Ⅱ）は、介護現場の生産性を向上させるために、介護ロボットやICTなどのテクノロ
ジーを活用し、質の高いケアを提供しながら職員の負担を軽減することを目的としています。

地域区分単価（7級地） 1.4% （上記　①＋②に上乗せ）

１ヶ月30日　合計（円） 23,203 25,631 28,162 30,589 32,982

②処遇改善加算　合計（円） 2,810 3,104 3,410 3,704 3,994

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 14.0% （上記　①１ヶ月30日合計に上乗せ）

①１ヶ月30日の合計（円） 20,073 22,173 24,363 26,463 28,533

1日の合計 669 739 812 882 951

（１月） 20

663 733 806 876 945

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
※状況により加算（Ⅰ）に変更
→（Ⅰ）の場合、右記の金額が月
40円の表記になります。

（１月） 50

口腔衛生管理加算（Ⅱ） （１月） 110
生産性向上推進体制加算（Ⅱ） （１月） 10

3褥瘡マネジメント加算Ⅰ （１月）

介
護
給
付
費
対
象

施設ｻｰﾋﾞｽ費 （１日） 589 659 732

夜勤職員配置加算Ⅰ （１日） 13

看護体制加算Ⅱ （１日） 8

日常生活継続支援加算 （１日） 36
精神科医師療養指導加算 （１日） 5

802 871

個別機能訓練加算Ⅰ （１日） 12

個別機能訓練加算Ⅱ

特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原　（従来型多床室）

利　用　料　金　表（2025.4～）  
●介護度別サービス利用料

介　護　度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
項　目



円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※飲料のみ　１９０円

　第　４　段　階　　　　 109,753 112,181 114,712 117,139 119,532

　第　３　段　階②　　　　 84,403 86,831 89,362 91,789 94,182

　第　３　段　階①　　　　 63,103 65,531 68,062 70,489 72,882

　第　２　段　階　　　　 55,303 57,731 60,262 62,689 65,082

915 27,450

　第　１　段　階　　　　 39,703 42,131 44,662 47,089 49,482

○1ヶ月（30日）の利用料金目安

介護度
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

段階

12,900

第３段階① 650 19,500 430 12,900

所
得
段
階

第１段階 300 9,000 0 0

第２段階 390 11,700 430

第３段階② 1,360 40,800 430 12,900

第４段階 1,720 51,600

※上記の食費・居住費について、保険者に減額申請を行う事により、本人の所得額
に応じて負担額が軽減される制度があります。食費ですが、１食でも食べましたら１
日分の請求をいたします。

食費（1日） 食費（30日） 居住費（1日） 居住費（30日）

1食単価（朝：510円・昼：
690円・夕：520円）

30日合計（円） 51,600 円 27,450 円

915 円 250

●食費と居住費

介
護
給
付
対
象
外

食費 居住費 おやつ・飲料代

1日 1,720 円

7,500 円



死亡日

246/日
病院などへの入院、自宅への外泊等、月６日間を限度
として、施設サービス費に変わり、負担して頂きます。

療養食加算 6/回
医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養
量及び内容を有する食事を提供します。　　※1日3回を
限度

再入所時栄養連携加
算

200/回

入所者が医療機関に入院し、施設入所時と大きく異な
る栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調
整食の新規導入)、施設の管理栄養士が入所者の再入
所後の栄養管理について、医療機関の管理栄養士と相
談の上、適切な栄養管理を行います。　　※算定は1回
が限度

退所時情報提供加算 250/回

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医
療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同
意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示
す情報を提供した場合に、入所者１人につき１回限り算
定する。

若年性認知症利用者
受入加算

120/日
若年性認知症のご利用者様に対し、特性やニーズに応
じてサービスを提供します。

経口移行加算

入居日から３０日間に限り加算。３０日を超える病院等
へ入院後に再度施設へ戻ってきた際にも対象となりま
す。

外泊時費用

経口維持加算（Ⅰ） 400/月

著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査
により誤嚥が認められる方を医師の指示の下経口摂取
を継続する為に特別な管理を行った場合、180日を限度
として加算させて頂きます。

経口維持加算（Ⅱ） 100/月

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方を医師の指
示の下、経口摂取を継続する為に特別な管理を行った
場合、１８０日を限度として加算させて頂きます。経口維
持加算（Ⅰ）を算定の場合は、加算されません。

看取り介護加算（Ⅰ）

72/日 死亡日以前３１日以上４５日以下

144/日 死亡日以前４日以上３０日以下

680/日 死亡日以前２日又は３日

1,280/日

28/日

経管による食事摂取中の入所者が経口摂取を進める
為に医師の指示の下、栄養管理を行った場合180日を
限度として加算。180日以降も継続して医師の指示の
下、栄養管理が必要な場合は加算させて頂きます。

●その他加算　

※必要に応じて一時的に算定されます。利用料金の計算時は1.4％を乗じた額が上乗せになります。

介
護
給
付
費
対
象

加算項目 単位 加算概要

初期加算 30/日



●その他の費用

介
護
給
付
対
象
外

項目 費用 概　要

預かり金管理費
　通帳　50円/日
現金　20円/日

金銭出納代行を含む貴重品（貴金属類
含）の管理を行います。

※特別な食事 実費
施設で用意した食事以外を希望される場
合（酒類・出前等）

※その他 実費
インフルエンザ予防接種、外部クリーニン
グ店利用、商店より購入品等

教養娯楽費 必要に応じて実費
個人使用の日用品や行事・レクで必要な
物品等

理美容サービス費 1,000円～1.500円

理容師・美容師の訪問による理髪・美容を
利用頂けます。　※女性に関しては訪問す
る理容師・美容師によって金額が多少異
なります。

通信連絡費
各書類の通信・連絡費にかかる費用とし
て、切手代等

医療費・薬剤費 必要に応じて実費 処方箋代　、　調剤代

110円/月

トロミ剤代 50円/日 ※必要な方のみ



利　用　料　金　表（2025.4～）  

1,095 1,176 1,256

　

【加算についての説明】
○　夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に算定しま
す。
○　送迎加算は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認められる利用者に対し
て送迎を行った場合に算定します。
○　サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所
が、利用者に対して短期入所生活介護を行った場合に算定します。
○　介護職員等特定処遇改善加算、介護職員処遇改善加算及び、介護職員等ベースアップ等支援加算
は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる
加算です。
これらの加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。
○ 地域区分別の単価(7級地10.14 円)を含んでいます。

介
護
給
付
費
対
象

施設ｻｰﾋﾞｽ費 （１日） 451 561 603

地域区分単価（7級地） 1.7% （上記　①＋②に上乗せ）

合　　計 741 868 931 1,011

641 751 806 875 948 1,018 1,087

サービス提供体制強化
加算Ⅲ

（１日） 6

①合計（円）

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 13.6% （上記①合計に上乗せ）

②処遇改善加算合計 87 102 110 119 129 138 148

ショートステイ（予防）やすらぎの里大田原　（従来型多床室）

●介護度別サービス利用料

介　護　度 要支援
１

要支援
２

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
項　目

送迎加算

815 884

夜勤職員配置加算Ⅰ （１日） 13

672 745

（片道） 184



円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※飲料のみ　１９０円

6,652 6,812第４段階 5,781 6,035 6,162 6,322 6,490

5,512 5,672

第３段階② 5,241 5,495 5,622 5,782 5,950 6,112 6,272

第３段階① 4,641 4,895 5,022 5,182 5,350

3,252 3,412

第２段階 3,841 4,095 4,222 4,382 4,550 4,712 4,872

第１段階 2,381 2,635 2,762 2,922 3,090

○利用料金目安（１泊２日の場合）

所得段階
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

所
得
段
階

第１段階 300 0

第２段階 390 430

第３段階①

1日 1,720 915

650 430

第３段階② 1,360 430

第４段階 1,720 915

食費（1日） 居住費（1日）

1食単価（朝：510円・
昼：690円・夕：520円）

※上記の食費・滞在費について、保険者に減額申請を行う事により、本人
の所得額に応じて負担額が軽減される制度があります。

250

●食費と居住費

介
護
給
付
対
象
外

区分 食費 滞在費 おやつ・飲料代



●その他の費用

介
護
給
付
対
象
外

項目 費用 概　要

預かり金管理費

※特別な食事 実費
施設で用意した食事以外を希望される場
合（酒類・出前等）

通帳管理費　50円/日
現金管理費　20円/日

金銭出納代行を含む貴重品の管理を行い
ます。

教養娯楽費 必要に応じて実費
個人使用の日用品や行事・レクで必要な
物品等

理美容サービス費 1回　1,000円～1,500円

理容師・美容師の訪問による理髪・美容を
利用頂けます。　※女性に関しては訪問す
る理容師・美容師によって金額が多少異な
ります。

トロミ剤代 50円/日 ※必要な方のみ

●その他加算　

※必要に応じて一時的に算定されます。利用料金の計算時は1.7％を乗じた額が上乗せになります。

介
護
給
付
費
対
象

加算項目 単位 加算概要

療養食加算 8/回
医師の発行する食事箋に基づき提供され
た適切な栄養量及び内容を有する食事を
提供します。※1日3回を限度

若年性認知症利用者
受入加算

120/日
若年性認知症のご利用者様に対し、特性
やニーズに応じてサービスを提供します。
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